
島本町障害福祉サービス等事業所開設支援補助金のご案内 

～町内に新規開設した事業所に、開設初期の家賃を補助～ 

 

島本町では、事業所の新規開設及び開設初期の運営を支援し、町内のサービス資源及び障害者支援

の充実を図ることを目的として、町内で新規開設する「障害福祉サービス等事業所」（就労系・訪問系）を

対象に、家賃補助を行います。（➡開設初期２年間の家賃の半額を補助） ※令和８年度から開始 

 

（１） 補助対象となる事業所、補助上限額、補助期間 

島本町内で新たに開設し、下表のいずれかの補助対象事業及び実施要件に該当する事業所 

区分 補助対象事業 実施要件 補助上限額 補助期間 

就労系 

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 
就労移行支援 
就労選択支援 
就労定着支援 

精神障害者及び知的障害者へ

の支援を行うこと。 
月１０万円 

２４か月 
※開設月または申

請月から 

訪問系 

居宅介護 
精神障害者及び知的障害者へ

の支援を行うこと。 

月５万円 

重度訪問介護 
行動援護 
重度障害者等包括支援 

 

訪問看護 
精神科訪問看護又は医療的ケ

アを必要とする障害児及び障

害者への支援を行うこと。 

（備考） 

⚫ １か所の施設で複数の補助対象事業を実施する場合は、いずれか１項目の補助上限額を適用する。 

⚫ 複数箇所の施設で、同じ補助対象事業を行う場合は、１か所分についてのみ補助を行う。 

⚫ 複数箇所の施設で、それぞれ別の複数の補助対象事業を実施する場合は、それぞれの施設に対し補助を

行う（２か所分を限度とする）。 

（対象除外）下記に該当する場合は補助対象外とする。 

⚫ 自らが所有する施設で事業を運営しているとき。 

⚫ 施設の賃借料に対して免除又は他の補助等の支援を受けているとき。 

 

（２） 補助対象経費、補助額の算定 

補 助 対 象 経 費 

補助対象事業の実施のために使用している施設の 

建物及び土地の賃借料、共益費、駐車場使用料 

※該当施設で補助対象事業以外の事業を実施している場合は、利用者数または各事業の使用面

積等により按分し、対象事業分の補助対象経費を算出する。ただし、併設事業が、補助対象

事業と関連性が高く、一体的に実施している事業であると認めた場合は、按分は行わない。 

補 助 額 の 算 定 
「補助上限額」に対象月数を乗じた額と、「補助対象経費」の実支出額に２分の１を乗じた額のう

ち、いずれか低い方の金額（千円未満の端数切り捨て） 

 

申 請 先 

問 合 せ 先 

〒618-8570 島本町桜井 2-1-1 

島本町役場 福祉推進課 （役場２階２９番窓口） 

電話：075-962-7460 メール：fukushi@shimamotocho.jp 

町 HP➡ 

要綱・様式

を掲載  

 

 【令和８年４月作成】 



（３） 手続きの流れ 

①申請 

事業所の開設前または開設後６か月以内

に申請 

※開設前の申請の場合は開設月分から、開設後の申請の場

合は申請月分から補助を開始する。 

交付申請書（様式第１号）を町に提出 

添付書類→賃貸借契約書等の写し、事業

所の平面図・外観及び内部の写真、指定

申請書及び指定通知書の写し、事業所

のパンフレット、運営法人の定款、履歴事

項全部証明書の写し 等 

②決定 
申請内容を審査し、補助の可否を決定 

➡補助額、補助期間、請求時期等を通知 

決定通知書（様式第２号）を事業所

に通知 

③請求 

年２回➡【４月・10 月】に請求を行う 

  ４月期： 前年１０月～当年３月分を請求 

 １０月期： 当年４月～９月分を請求 

※事業者は、24 か月分完了まで、４～５回の請求を行う 

請求書兼実績報告書（様式第３号）

を町に提出 

添付書類→請求対象期間の家賃等の支払

いがわかる領収書等 

④確定・支給 請求内容を審査し、補助額を確定して支給する 
確定通知書（様式第４号）を通知 

指定の口座に補助金を振込 

（⑤変更届） 

次の変更があった場合は、届出が必要 

➡補助対象要件を満たさなくなった、対象事業所の

事業内容を変更する、家賃等の金額変更、対象事業

所の運営を休止・終了する、その他、補助額、補助期

間、補助対象要件等に影響する変更がある場合 

変更届（様式第５号）を町に提出 

添付書類→変更内容が確認できる書類 

（⑥変更通知） 
変更内容を審査し、補助期間・補助額等を変更し

たときは申請者に通知 
変更通知書（様式第６号）を通知 

＜補助金交付・請求期間のイメージ＞ 

 上期分請求 （４～９月分を「10 月」に請求） 下期分請求 （10～3 月分を「4 月」に請求）  

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 

１回目       請求       

２回目             請求 

※合計４～５回請求し、２４か月分交付で終了↑  

（４） 補助の停止・取消・返還など 

▼ 次のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しません。 

 請求対象期間において補助対象事業の利用実績がない

（補助対象事業に実施要件を付している場合は、その要

件の対象者の利用実績が対象。複数の補助対象事業が

ある場合は、各事業の利用実績の合計値が対象） 

 下表のいずれかに該当したとき。 

 その他町長が不適当と認めたとき 

▼ 次のいずれかに該当する場合は、補助金の取消・減額・返還となることがあります。 

 補助対象要件に該当しなくなった 

 対象事業所が運営を休止または終了した（届出含む） 

 町の検査に協力せず、または虚偽の報告を行い、もしく

は町の指示に従わなかった 

 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定または

交付を受け、または受けようとした 

 補助対象物件の家賃等を滞納した 

 補助金の交付決定内容、これに付した条件に違反 

 対象事業所又は運営法人が、障害福祉サービス等事業

に関し、不正、滞納、虐待等の不適当な行為を行った 

 補助要綱または他の法令の規定に違反した 

 その他町長が不適当と認めるとき 

 

 

開設 


